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まえがき 

この規格は，産業標準化法第 14 条第 1 項の規定に基づき，認定産業標準作成機関である一般財団法人

日本規格協会（JSA）から，産業標準の案を添えて日本産業規格を制定すべきとの申出があり，経済産業

大臣が制定した日本産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に

ついて，責任はもたない。 

 

 



 
 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

日本産業規格（案）       JIS 
 C 60068-2-86：0000 
 （IEC 60068-2-86：2024） 

環境試験方法－電気・電子－第 2-86 部：多点加振

及び多軸の振動試験方法（試験記号:Fx） 
Environmental testing－Part 2-86: Tests－Test Fx: Vibration－Multi-exciter 

and multi-axis method 
 

序文 

この規格は，2024 年に第 1 版として発行された IEC 60068-2-86 を基に，技術的内容及び構成を変更する

ことなく作成した日本産業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある参考事項は，対応国際規格にはない事項である。 

1 適用範囲 

この規格は，多点振動試験装置及び多軸振動試験装置を用いる試験手順について規定する。振動試験は，

機器の使用期間中に発生し得る動的環境にさらされる，部品，装置及び他の製品（以下, 供試品という）

に一般的に適用する。この規格は，主に振動試験を対象としているが，この手順は，特定の種類の衝撃試

験及び過渡試験にも適用する。 

この規格に規定する試験手順は，供試品が，機能的又は構造的性能の許容できない劣化を生じることな

く，規定の振動条件，衝撃条件及び過渡的条件に耐える能力を実証する必要がある場合に適用可能である。

この試験手順は，他の JIS C 60068-2 規格群での試験手順と非常に類似しており，同じ範囲の振動及び衝撃

加振の種類を含む。 

この規格は，例えば，航空機，宇宙船及び陸上車両における輸送環境及び／又は運用環境から生じる，

振動状態，衝撃状態及び過渡的状態にさらされる供試品に適用可能である。主に，こん（梱）包されてい

ない供試品を対象としている。輸送容器が供試品自体の一部とみなされる場合，輸送容器内の供試品にも

適用する。 

この規格で取り上げている試験方法及び関連する技術は，主に，供試品の加振を制御するために関連す

るコンピュータベースのデジタルコントロールシステムとともに，複数の動電式又はサーボ油圧式振動発

生機とともに用いることを目的としている。 

この規格は，一般に多点単軸（MESA）及び多点多軸（MEMA）と呼ばれる二つの試験手法を対象とす

る。これらは，次による。 

a) 固定ベースの振動発生機を単一軸で用いるか，又は固定の X 軸，Y 軸及び Z 軸から任意の軸を選択し

て組合せた構成を用いて，治具の結合構造に応じて回転も可能にする。 

b) フレキシブルカップリング又は同様の方法を用いて供試品に直接的に取付けた複数の振動発生機を用

いる。その場合，振動発生機は，供試品上の任意の点及び任意の方向に取付けられる。この手法は，
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環境試験の厳しさを用いる点を除いて，モーダル試験に用いられる手法と非常に類似している。 

現在，MESA 試験及び MEMA 試験には高度な技術的判断と関連する経験を必要とし，試験仕様作成者

と試験担当者との両方がこの事実を十分に認識していることを強調しておく。一般に，MESA 試験及び

MEMA 試験は，適切な試験を設定するために多くのリソースを必要とするが，より正確な結果が得られる

可能性をもつ。 

この規格の目的ために，試験規格の作成者である試験仕様作成者は，供試品及びその用途に適した手順

と厳しさとを選択することが期待される。試験仕様作成者が供試品を用いて試験規格及び厳しさの実用性

を確立できるようにするため，事前試験がこの規格の手順に含まれる。通常，このような事前試験のため

に，別の供試品が用意される。 

JIS C 60068-2 規格群の既存の単軸かつ単一の振動発生機による試験手順は，広帯域ランダム試験，ラン

ダム・オン・ランダム試験，ランダム・オン・サイン試験，掃引サイン試験，衝撃試験及び長時間時刻歴

試験のような広範囲の様々な加振に用いることが可能である。理論的には，これらの異なる加振形態は，

多点加振及び多軸（以下，多点加振・多軸という。）の振動試験方法を用いて適用することも可能である。

しかし，これらのタイプの試験の一部については，適切な技術及び市販の試験制御ソフトウエアは，現時

点で必ずしも一般的に入手可能ではない。このため，この規格の手順は，現在，主に広帯域ランダム試験

及び長時間時刻歴試験を対象としており，これらの種類の試験を行うための設備は，一般に利用可能とな

っている。それによって，この規格の手順は，使用者が他の形態の加振に適用することもでき，その指針

も提供している。 

従来，振動試験，衝撃試験及び過渡試験の厳しさは，制御パラメータとして加速度を用いて指定されて

いた。しかしながら，これは，この規格内の手順の必須の前提条件ではない。この規格の目的のために，

振動試験，衝撃試験及び過渡試験の厳しさは，使用者によって指定され，加速度，速度，変位又は力の形

式になる場合がある。この規格内に様々な制御パラメータを含める必要が生じるのは，多点加振試験を用

いる場合，制御のために混合パラメータを指定する可能性が高くなるからである。その際，供試品に加わ

る振動波形，衝撃波形及び過渡波形は，適切なパラメータを測定する変換器からのフィードバックに基づ

いて制御される。 

この規格は，主に電気・電子技術分野の供試品を意図しているが，それらに限定されず，必要に応じて

他の分野で用いることも可能である。 

注記 1 この規格において“多点加振・多軸”とは，多点加振単軸（MESA）及び多点加振多軸（MEMA）

の両方の方法を含む総称である。多点加振試験は，複数の振動発生機を用いる試験全般を指し，

MESA（複数の振動発生機で単一軸を加振）及び MEMA（複数の振動発生機で多軸を加振）の

両方に適用する。多軸試験は，複数の軸を同時に加振する試験を指し，主に MEMA に適用す

る。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 
IEC 60068-2-86:2024，Environmental testing－Part 2-86: Tests－Test Fx: Multi-Exciter and Multi-Axis 

Shock and Vibration Testing（IDT） 

なお，対応の程度を表す記号“IDT”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“一致している”こと

を示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項
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を構成している。これらの引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS C 60068-1 環境試験方法－電気・電子－第 1 部：通則及び指針 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-1，Environmental testing. Part 1: General and guidance 

JIS C 60068-2-6 環境試験方法－電気・電子－第 2-6 部：正弦波振動試験方法（試験記号：Fc） 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-6，Environmental testing－Part 2-6: Tests－Test 

Fc: Vibration（sinusoidal） 

JIS C 60068-2-27 環境試験方法－電気・電子－第 2-27 部：衝撃試験方法（試験記号：Ea） 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-27，Environmental testing－Part 2-27: Tests－Test 

Ea and guidance: Shock 

JIS C 60068-2-57 環境試験方法－電気・電子－第 2-57 部：時刻歴及びサインビート振動試験方法（試

験記号：Ff） 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-57，Environmental testing－Part 2-57: Tests－Test 

Ff: Vibration - Time-history and sine-beat method 

JIS C 60068-2-64 環境試験方法－電気・電子－－第 2-64 部：広帯域ランダム振動試験方法及び指針

（試験記号：Fh） 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-64，Environmental testing－Part 2-64: Tests－Test 

Fh: Vibration, broad-band random and guidance 

JIS C 60068-2-80 環境試験方法－電気・電子－第 2-80 部：混合モード振動試験方法（試験記号：Fi） 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-80，Environmental testing－Part 2-80: Tests－Test 

Fi: Vibration－Mixed mode 

JIS C 60068-2-85 環境試験方法－電気・電子－第 2-85 部：長時間時刻歴再現振動試験方法（試験記

号：Fj） 
注記 対応国際規格における引用規格：IEC 60068-2-85，Environmental testing－Part 2-85: Tests－Test 

Fj: Vibration－Long time history replication 

ISO 2041，Mechanical vibration, shock and condition monitoring－Vocabulary 

注記 ISO 2041 の最新は 2018 年版であるが，1990 年版に対応した JIS B 0153 機械振動・衝撃用

語がある。 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS C 60068-1，JIS C 60068-2-6，JIS C 60068-2-
27，JIS C 60068-2-57，JIS C 60068-2-64，JIS C 60068-2-80，JIS C 60068-2-85 及び ISO 2041 による。 

3.1 
多点加振単軸，MESA（multi-exciter single-axis，MESA） 

複数の振動発生機を用いて，振動試験波形を印加するが，いずれも単軸で供試品に振動を印加する方法 

3.2 
多点加振多軸，MEMA（multi-exciter multi-axis，MEMA） 

複数の振動発生機を用いて，供試品に 2 軸以上で振動試験波形を同時に印加する方法 

注釈 1 印加する加振は，並進軸，回転軸又は並進軸と回転軸との両方であってもよい。 

3.3 
単一入力単一出力，SISO（single-input single-output，SISO） 
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単一の自由度構成の加振システムへ単一の駆動信号を入力し，単一の自由度構成の供試品又はその固定

点から単一の測定出力を得る，振動試験波形を印加する方法 

注釈 1 これは，本質的に，制御目的で単一の測定応答を用いる従来の単軸・振動発生機の試験構成で

ある。 

3.4 
単一入力多出力，SIMO（single-input multiple-output，SIMO） 

単一の自由度構成の加振システムへ単一の駆動信号を入力し，多自由度構成の供試品又はその固定点か

らの複数の測定出力を得る，振動試験波形を印加する方法 

注釈 1 これは，本質的には，従来の単軸・振動発生機の試験配置の拡張であるが，制御のために多数

の測定応答を活用する。 

3.5 
多入力単一出力，MISO（multiple-input single-output，MISO） 

複数の加振システムへ複数の駆動信号を入力し，供試品又はその固定点から単一の測定出力を生成する

ために，振動試験波形を印加する方法 

注釈 1 複数の入力が同一波形を印加しない限り，多点加振の試験制御システムでは，入力数に一致す

る出力数を必要とすることが多いため，この構成は，多くの場合不可能である。 

3.6 
多入力多出力，MIMO（multiple-input multiple-output，MIMO） 

複数の加振システムへ複数の駆動信号を入力し，供試品又はその固定点から複数の測定出力を生成する

ために，振動試験波形を印加する方法 

注釈 1 一般的には，入力と出力との数は，最小限同じであるのがよいが，多点加振の制御に用いられ

る多くのシステムでは，出力の数が入力の数を超えることを許容している。一般的に，多点加

振及び多軸の試験制御システムは，多入力多出力システムとして動作する。 

4 背景 

4.1 一般事項 

多点加振試験を実施する能力は，地震試験だけでなく，耐久性試験及び疲労試験においても，以前から

利用可能であった。一般に，そのような試験は，比較的低振動数で生じる加振を印加する。汎用の振動試

験，衝撃試験及び過渡試験に必要な振動数で，多点加振・多軸試験を実施する能力が，一般的に利用可能

になったのは，比較的最近のことである。 

特定の種類の振動試験，衝撃試験及び過渡試験のための多点加振・多軸試験装置[1]の使用は，現在，幾

つかの用途において有利であると認識されており，その幾つかを次に示す。このリストは，多点加振・多

軸試験の用途が，まだ特定されていないため，網羅的であるとみなさない方がよい。広くいえば，多点加

振・多軸試験の利点には，より優れた荷重分布，より現実的な加振，及び試験時間短縮の可能性を含んで

いる。 

4.2 動的応答の分布を改善するための多点加振・多軸試験 

多点加振・多軸試験は，供試品の動的応答動作が正しく達成されることを保証する必要がある，大型の

供試品及び／又は動的に複雑な供試品に対して通常用いられている。そのような場合，多点加振試験は，



5 
C 60068-2-86：0000 (IEC 60068-2-86：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

伝統的な振動試験，衝撃試験及び過渡試験よりもはるかに正確な動的応答の分布を達成可能である。これ

は，特に，供試品が，使用中に複数の加振源から動的加振を受けるときに当てはまる。その例として，各

車輪から幾分異なる動的加振が発生する路上走行車両がある。 

多点加振・多軸試験を用いて，供試品内の動的応答の分布の改善を図る場合，通常，実際のライフサイ

クル条件下で測定された，振動，衝撃又は過渡データから得られる試験の厳しさが必要である。印加され

る動的加振は，一般に，複数の応答位置での測定に基づいて制御される。これは，本質的に，“制御応答”

試験制御方法である。これは，JIS C 60068-2 規格群での単軸振動試験，衝撃試験及び過渡試験の大部分で

用いられる制御方法とは根本的に異なっている。それらの単軸試験は，基本的に，供試品の固定点に加振

を印加し，制御する“制御加振”試験である。このような制御方法は，供試品の動的応答に大きく影響さ

れない。その結果，このような““制御加振”試験の厳しさは，供試品の動的応答に依存しないため，“一

般的な”厳しさを容易に採用することが可能である。 

一部の用途では，“一般的な”厳しさは，幅広いライフサイクル条件を表現できるという利点がある。例

えば，輸送に関する一般的な試験の厳しさには，様々な使用状況及び輸送形態が含まれる。多点加振・多

軸試験による単純な一般的な試験の厳しさを用いることは，動的応答の正確な分布を達成する能力を制限

する場合がある。 

4.3 大型装置機器用多点加振試験 

多点加振試験は，試験の利便性のために時々用いられ，単一の非常に大型の（さらに，より高価な）振

動発生機の代わりに幾つかのより小型振動発生機の使用を許容する。この場合，多点加振試験の使用は，

他の方法では実行できない機器の試験を許容可能である。例えば，四つの振動発生機を（電気的及び機械

的に）結合して，車両全体のような非常に大型の供試品を試験する設備を構成することが可能となる。各

振動発生機に印加される波形が相関している場合，そのような設定は，本質的に従来の単軸試験手順と同

じであり，同等の試験の厳しさを採用することが可能となる。波形が相関していない場合，この規格の手

順がより適用可能となる。そのような場合，試験の厳しさは，供試品の固定点に印加される加振として，

又は供試品の応答として定義してよい。いずれの場合も，試験の構成は，試験が“制御応答”試験方法を

用いて制御する必要があることを意味する。 

この種の試験手法を用いる場合，一般的な試験の厳しさの使用の可能性はあるが，振動発生機間の位相

及び振幅の関係は，実際の関係に関する何らかの知識に基づいて導出する必要がある。これが必要なのは，

そのような知識がない場合，供試品が受ける動的条件が，単軸試験の動的条件と比較して不確定な形で著

しく増加及び／又は減少する場合があるためである。 

4.4 信頼性向上のための多軸試験 

多軸試験は，特定の種類の電気・電子技術機器の信頼性向上試験に有効であると認識されてきた。これ

は，供試品内で生成される多軸での動的応答が，単軸試験中に生成されるものとは多くの点で異なってい

るからである。生成される多軸動的応答は，従来の単軸試験よりも多くの供試品の潜在的な故障モード及

び劣化モードを励起すると考えられる。 

信頼性向上試験に用いられる試験の厳しさは，一般に，誇張され（すなわち，使用中に経験する可能性

のある厳しさよりも高く），供試品の固定点に適用する。この特定の目的のために，一般的な試験の厳しさ

の使用が適切な場合がある。ただし，供試品内の動的応答は，必ずしも供試品のライフサイクル中に実際

に発生する状態を表さなくてもよい。このため，このような試験によって特定される故障は，装置機器の

ライフサイクル中に現実的に発生し得ることを保証するために，一般的に信頼性故障評価の対象となる。 
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4.5 試験持続時間を短縮するための多軸試験 

多軸試験は，印加される加振の持続時間を低減するための試験の利便性として提案されることがある。

単純に考えると，3 軸全てに同時に加振を印加することによって，試験持続時間は，3 軸で別々に行われる

単軸試験に比べて，3 分の 1 に短縮することが可能である。また，一つの試験設定だけで済むため，節約

効果も得られる。しかし，多軸試験の設定は，実現するのがより複雑になる場合があるため，節約効果が

必ずしも十分に得られなくてもよい。動的応答の分布を改善する目的と結びつけると，より現実的な厳し

さを用いるためには，より長い時間適用する必要がある場合があるため，これらの節約は，常に実現しな

くてもよい。 

また，多軸試験を一般的な厳しさとともに用いて試験時間を短縮を達成する場合にも，懸念が生じる可

能性がある。これは，3 方向の個別の単軸試験と比較して，異なる加振軸間で利用される位相及び振幅の

関係が，供試品の動的条件を不確定な形で増加及び／又は減少させるからである。一般的に，厳しさは，

既存の単軸試験の長い歴史的経験に基づいている。したがって，一般的な厳しさを用いて行われた多軸試

験の結果を，過去の単軸試験の結果と比較することは現実的ではない場合がある。 

5 試験装置及び制御方法 

試験要求事項を満たすことが可能な多点加振又は多軸試験システムの使用が，許容される[1]。製品規格

に規定しているように，試験を実施するための加振装置及び制御設備の能力は，試験を実施する前に検証

しなければならない。 

多点加振・多軸試験制御システムに関する指針は，附属書 A に記載されている。異なる制御方式の適用

に関する指針は，附属書 B に記載されている。異なる多点加振・多軸試験構成の使用に関する指針は，附

属書 C に記載されている。多点加振及び多軸試験に関する更なる一般的な指針は，参考文献[2]～[5]に記

載されている。 

6 試験の厳しさ及び許容差 

6.1 試験の厳しさ 

用いられる試験の厳しさは，製品規格に規定するものでなければならない。特に規定がなければ，この

試験を実施するために必要な厳しさ及び他のパラメータは，試験を実施する目的及び供試品がライフサイ

クル中に受ける可能性のある状態に基づくのがよい。 

多点加振・多軸試験の厳しさの設定に関する指針は，附属書 D に記載されている。 

6.2 許容差 

測定された制御応答は，製品規格に規定する試験許容差を超えて，規定の要求事項から逸脱してはなら

ない。 

特に規定がない場合，許容差は，次による。 

a) ガウスランダム振動試験のパワースペクトル密度の値は，規定値の±3 dBの範囲でなければならない。 

b) 時刻歴加振試験の時刻歴の振幅は，規定の波形持続時間の 90 %で，規定の波形の最大振幅の±20 %と

する。 
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試験許容差は，規定の要求事項を変更するために用いてはならない。 

規定の許容差からの逸脱は，関連する試験仕様作成者と合意し，達成された実際の許容差，及び逸脱の

理由を試験報告書に記載しなければならない。そのような合意を得るために，附属書 B に記載している検

証測定結果を，関連する試験仕様作成者に提供することが推奨される。 

多点加振・多軸試験に適した許容差の選択に関する指針は，附属書 E に記載されている。 

6.3 規定の振動数範囲外の加振 

規定の振動数範囲外の加振は，最小限に抑え，必要に応じて定量化しなければならない。必要に応じて，

規定の振動数範囲外の加振を定量化するために用いる方法は，製品規格に規定しなければならない。多点

加振・多軸試験の厳しさの設定に関する指針は，附属書 B に記載されている。 

特に規定がない限り，試験振動数範囲外の加振は，次のように確認しなければならない。 

a) ランダム振動：広帯域ランダム成分及び狭帯域ランダム成分をもつ全ての振動試験を含むランダム振

動試験の場合，試験振動数範囲外の応答は，5 000 Hz 又は駆動振動数の 5 倍のいずれか小さい方の振

動数で確認しなければならない。試験振動数範囲外の応答は，JIS C60068-2-64 の手順に従って確立し

なければならない。ただし，JIS C60068-2-64 の手順は，特に制御パラメータとしての加速度の使用に

関連している点に留意することが望ましい。 

b) 時刻歴再現：時刻歴加振試験では，試験振動数範囲外の応答は，最大 10 000 Hz 又は駆動振動数の 10 
倍のいずれか小さい方の振動数で確認しなければならない。JIS C 60068-2-85 の手順に従って，試験

振動数範囲外の応答を確認しなければならない。 

c) 正弦波試験：正弦波試験（固定，掃引及びステップ）の場合，シグナルトレランスは，5 000 Hz 又は

駆動振動数の 5 倍のいずれか小さい方の振動数で確認しなければならない。このパラメータは，信号

が加速度，速度又は変位のいずれであっても適用する。シグナルトレランスは，JIS C 60068-2-6 の手

順に従って確認しなければならない。 

6.4 横運動 

製品規格は，横運動を制御するかどうかを規定しなければならない。横運動を制御する要求がある場合，

製品規格は，横運動を定量化するために用いる方法及び適切な許容差を規定しなければならない。 

横運動が懸念されるが，製品規格に規定がない場合，次のことを推奨する。 

a) ランダム振動：JIS C 60068-2-64 に従い，500 Hz までの各振動数で各制御軸の最高規定スペクトル加

速度の－3 dB 又はそれ以上の高振動数の場合は，0 dB を超えない方がよい。 

b) 正弦振動：JIS C 60068-2-6 に従い，各制御軸の各振動数について，500 Hz までの各振動数で各制御軸

の最大規定加速度の 50 %又はそれ以上の高振動数の場合は，0 dB を超えない方がよい。 

c) 時刻歴再現：JIS C 60068-2-85 に従い，各時間ステップで各制御軸の最大規定加速度の 50 % を超えな

い方がよい。 

規定の横運動要求事項からの逸脱は，関連する試験仕様作成者と合意し，達成された実際の横運動の動

き及び逸脱の理由を試験報告に記載しなければならない。このような合意を達成するために，附属書 B に

記載されている検証測定を，関連する試験仕様作成者が利用できるようにすることが推奨される。 

多点加振・多軸試験のための横運動に関する詳細な指針は，B.3 に記載されている。 
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7 供試品の取付及び測定システムの設置 

供試品は，製品規格に規定しているように，必要な方向及び状態で，複数の振動発生機及び治具に機械

的に接続しなければならない。特に規定がない場合，供試品は，通常の取付方法によって保持しなければ

ならない。供試品の取付けは，必要に応じて，供試品からの応答を確立するために，電源，試験信号，性

能監視及び監視機器に必要なあらゆる接続を含めなければならない。 

振動試験用の供試品の取付けに関する一般的な指針は，JIS C 60068-2-47[6]に規定されている。ただし，

JIS C 60068-2-47 の指針及び規定事項は，単軸試験を対象としているため，必ずしも，多点加振試験に完全

に適用できるとは限らない。様々な種類の多軸又は多点加振試験に適用可能な試験治具及び供試品の取付

けに関する追加の指針は，参考文献[1]及び附属書 C に記載されている。 

製品規格に規定しているように，供試品及び試験治具に，熱，振動，衝撃及び過渡応答の測定器を設置

しなければならない。 

a) 熱，振動，衝撃及び過渡応答の測定器の特性は，測定したパラメータの真の値が試験に要求される許

容差の範囲内にあるかどうかを判断できるものでなければならない。 

b) 振動測定装置の振動数範囲は，最低振動数の少なくとも 0.5 倍から試験振動数範囲の最高振動数の 2.0
倍まで広げなければならない。衝撃及び過渡応答の測定器では，その振動数範囲は，最低試験振動数

の 0.5 倍から試験振動数範囲の最高振動数の 10.0 倍まで広げなければならない。 

c) 変換器，信号前処理，データ収集装置及び解析装置を含む全ての振動，衝撃及び過渡応答の測定系の

振動数応答は，試験振動数範囲にわたって±5 %の範囲で平たん（坦）でなければならない。 

8 事前試験 

この手順には，試験仕様作成者が供試品を用いて試験仕様及び厳しさの実用性を確立することを可能に

するため，選択肢として，事前試験が含まれる。事前試験は，制御方法の妥当性，シグナルトレランス，

試験振動数範囲外の応答及び横運動を検証するために使用可能である。事前試験は，別の供試品の準備を

必要とする場合がある。 

事前試験は，製品規格に規定するパラメータを用いて，振動発生機間の相互関係を定量化するためにも

用いてもよい。通常，振動発生機間の相互関係は，クロススペクトル密度（振幅及び位相），部分コヒーレ

ンス及び多重コヒーレンスのようなパラメータを用いて規定される。製品規格にパラメータが規定されて

いない場合は，試験制御器に最も適したパラメータを用いてもよい。 

製品規格によって事前試験が要求される場合，規定のとおりに実施する。 

試験仕様作成者の同意によって，事前試験及び／又は試験前の動的特性の結果に基づいて，試験制御の

厳しさ，パラメータ及び許容差について再規定してもよい。合意した変更は，適切な試験報告 書に記録

しなければならない。 

事前試験に関する詳細な指針は，B.4 に記載されている。 

9 振動応答検査 

製品規格に規定する供試品の動特性を特定するため試験前に振動応答検査を実施し，規定の手順に従っ

て記録しなければならない。この手順に特に関係する動的評価に関する指針は，B.5 に記載されている。
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振動応答検査は，動的加振の影響を評価するための有用で高感度な方法である。JIS C 60068-3-8 では，振

動応答検査の目的，趣旨及び試験方法を説明している。正弦波加振の要求事項は，試験 Fc（JIS C 60068-
2-6）に，ランダム加振の場合は，試験 Fh（JIS C 60068-2-64）に記載されている。 

10 前処理 

必要な場合，温度試験槽は，製品規格に規定する温度前処理の要求事項を満たすように調整しなければ

ならない。特に規定がない場合，温度前処理の調整は，毎分 3 ℃以下とする。前処理及び温度安定化に関

する指針は，それぞれ，B.5 及び B.6 並びに参考文献[7]に記載されている。 

11 初期測定及び機能性能試験 

基準データを提供するために，製品規格に規定しているように，試験前に機能性能試験を実施しなけれ

ばならない。機能性能試験に関する指針は，B.7 に記載されている。 

12 試験前の等化のための低レベル加振 

多点加振の試験制御装置は，規定の水準の－6 dB まで，所望の等化を達成するように調整しなければな

らない。製品規格に規定がない場合，附属書 B の等化処理が適用される。等化を達成するために必要な時

間は，試験時間から差し引いてはならない。 

13 試験 

加振は，規定の試験レベルまで上げなければならない。試験の厳しさを規定の試験レベルまで上げるの

に必要な時間は，可能な限り短く，試験時間の 10 %を超えてはならない。この時間は，記録し，試験時間

から差し引いてはならない。制御の等化及び温度安定化に関する指針は，附属書 B に記載されている。 

必要な機械的試験サイクル及び温度試験サイクルは，規定の試験サイクルの間，供試品に印加しなけれ

ばならない。 

何らかの理由で試験が，中断又は阻害された場合，製品規格に代替手順がない限り，中断された衝撃又

は過渡波形は，その全てを繰り返さなければならない。中断された試験は，中断された時点から再開しな

ければならない。いずれにしても，箇条 10 で要求されている気候的な前処理及び安定化は，試験を再開す

るまでに達成しなければならない。10 %未満の温度の逸脱で 1 回の中断が発生した場合，逸脱又は中断が

終了した時点から試験は続行可能である。 

連続振動試験が供試品又はその取付け部の非現実的な加熱を引き起こす場合，加振は，製品規格に規定

する休止時間を設けて中断してもよい。 

試験手順は，規定の全ての機械的試験サイクル及び温度試験サイクルについて，繰り返さなければなら

ない。多点加振単軸試験構成を用いる場合，試験手順を繰り返し，規定の各軸に加振を順に適用しなけれ

ばならない。試験プログラムで，様々なタイプの振動若しくは衝撃，振幅レベル，持続時間又は取付条件

を適用する必要がある場合，製品規格に規定がない場合には，別の軸に変更する前に，ある一つの軸の試

験手順全体を完了してもよい。 
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14 中間測定及び機能性能試験 

機能性能試験は，製品規格に規定しているように，試験中に一定の間隔で実行しなければならない。機

能性能試験に関する指針は，B.7 に記載されている。 

15 後処理 

試験の完了時に，環境試験槽は，毎分 3 ℃を超えない速度で，試験室条件（望ましくは JIS C 60068-1 か

ら選択）に戻さなければならない。または，製品規格は，JIS C 60068-1 の後処理手順の一つに従うことを

要求してもよい。 

16 最終測定，機能性能試験及び振動応答検査 

製品規格に規定する試験後の機能性能試験を実施しなければならない。機能性能試験に関する指針は，

附属書 B に記載されている。 

規定の試験後の振動応答検査は，規定の手順に従って実施し，記録しなければならない。 

供試品は，製品規格の要求に応じて，劣化及び有害な影響について検査しなければならない。 

17 試験検証 

試験が達成されたことを確認するために，製品規格に規定する測定及び解析を実施しなければならない。

試験検証に関する指針は，B.8 に記載されている。 

18 製品規格に記載すべき事項 

この試験を製品規格に規定する場合，可能な限り次の事項を規定する。 

a) 試験が性能若しくは耐久性，又はその両方の実証であるか 

b) 多点加振多軸試験の構成 

c) 供試品の取付方法及び向き並びに電線，パイプなどの接続の詳細 

d) 多点加振単軸の構成を用いる場合，多点加振を適用する軸及び方向 

e) 重力の影響を考慮するべきかどうか 

f) 漏えい（洩）磁界の影響が重要である場合，その許容限度及びこれらの限界を超えた場合に取るべき

措置 

g) 該当する場合，取付けられた絶縁マウントを取付けて，又は取付けずに供試品を試験するかどうか 

h) 設定すべきパラメータ及び採用すべき試験検証の基準を含む，事前試験の方法及び要求事項 

i) 採用する制御方法（制御点及び監視点，又はそれらの選択手順を含む。） 

j) 振動試験の場合，振動試験の種類，振動試験の厳しさ，振動試験の軸及び振動試験を適用する順序，

並びに該当する場合には，休止時間を含む試験時間 

k) 衝撃試験の場合，衝撃試験の種類，衝撃試験の波形，衝撃試験の軸，方向及び衝撃を印加する順序 

l) 標準大気条件以外の場合，試験を実施する温度条件及び湿度条件，並びに該当する場合には，温度試
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験サイクル 

m) 制御，監視及び検証の目的で用いる最小振動数分解能 

n) 制御点で測定された応答間の最大許容変動及びこれらの許容差を超えた場合にとるべき措置（特に規

定がない限り，多点制御だけに適用可能） 

o) 横運動が重要であるかどうか。重要である場合には，この運動の許容限界及び限界を超えた場合に取

るべき措置 

p) 適用する許容差 

q) 機能性能を評価する場合，供試品が動作して評価されるべき試験の段階及び必要な性能のレベル 

r) 目視検査又は他の検査が必要かどうか，必要な場合には，試験のどの段階で実施するか 

s) 試験前及び試験後の動的特性評価が必要かどうか，用いる手法及び適切な手順 

t) その他の項目，記録すべきパラメータ，採用すべき試験の検証基準，収集すべきデータ及び分析法 

u) 試験手順からの許容される逸脱 

19 試験報告書に記載する事項 

試験報告書には，少なくとも，次の事項を記載しなければならない。 

a) 顧客（名称及び所在地） 

b) 試験所（名称及び所在地） 

c) 試験報告書の識別（発行日及び固有番号） 

d) 試験日（試験実施日） 

e) 試験の目的（開発試験，認定試験など） 

f) 試験規格及び版（発行年）（関連試験手順） 

g) 供試品の詳細（初期状態，固有 ID，数量，写真，図面など） 

h) 供試品の取付け（取付具の ID，図面，写真など） 

i) 試験装置の性能（横運動など） 

j) 測定システム及びセンサの位置（説明，図面，写真など） 

k) 測定システムの不確かさ（全体の不確かさ，校正データ，並びに製品規格に規定がある場合，前回校

正日及び次回校正日） 

l) 初期測定，中間測定及び／又は最終測定（試験所で実施した場合） 

m) 達成された試験の厳しさ（測定された厳しさ） 

n) 試験結果（供試品の最終状態） 

o) 試験中の観察及び講じた措置（試験中の問題，試験中断の詳細） 

p) 試験の概要（試験の概要及び合格判定） 

q) 試験管理者（名前及び署名） 

r) 配付先（報告書の受領者リスト） 

注記 1 試験記録は，試験のために作成され，試験は，例えば，試験パラメータ，試験中の観察，実施

された処置及び実施された測定に関するデータシートを含む試験中の時系列リストによって文

書化される。この試験実施記録を，試験報告書に添付することが可能である。 

注記 2 JIS C 17025[8]も参照。 
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附属書 A 
（参考） 

多軸及び多点加振の試験制御システムの指針 

A.1 一般事項 

振動試験，衝撃試験及び過渡試験において多点加振及び多軸システムの使用は，特に大型又は重量のあ

る構造物を試験する場合，又は単一の加振で容易に再現されない動的応答をもつ構造物を試験する場合に，

利点を得ることが可能である。多点加振の試験設備は，単一加振システム（SISO 又は SIMO のいずれか）

で通常起こり得るよりも，広範囲の振動エネルギー分布及び振動力を供試品に印加可能である。必ずしも，

これらの用途に限定されないが，多点加振試験の最も一般的な用途を，次に示す。 

a) 多点加振システムは，単一振動発生機では容易に試験することが不可能である，大型で重い供試品の

試験のために用いることが可能である。多点加振システムを用いることによって，通常は試験路での

評価が必要な，車載機器又は積載物の振動，衝撃，過渡試験が可能になる。大型車両及び船舶システ

ムの試験のための多点加振システム（MISO 又は MIMO のいずれか）の使用に関する指針は，附属書

C に記載されている。 

b) 最大 6 自由度で供試品を加振するように構成された多点多軸加振システムは，機器の信頼性の評価及

び幾つかのセンサシステムの評価に有利である。多軸システムを多自由度試験のために使用に関する

指針は，附属書 C に記載されている。 

A.2 多点加振の制御方法 

多点加振の試験設備は，通常，二つの方法のいずれかで構成され，両方ともこの箇条の手順に含まれて

いる。 

a) 多点加振多軸（MEMA）。この構成では，複数の振動発生機を利用して，複数の方向から動的入力を装

置に印加する。複数の振動発生機は，1～6 の自由度で同時に動的応答を生成するように構成してもよ

い。この構成は，通常，各軸に順番に加振を加えても再現できない状態又は損傷を生成するような多

軸加振が発生する場合に採用される。 

b) 多点単軸加振（MESA）。この構成では，複数の振動発生機を利用し，機器に単一方向の動的入力を同

時に印加する。この構成は，細長い構造物の試験又は複数の多加振源（車輪付き車両の積載物など）

を再現するためによく採用される。大きな加振力が必要とされる場合，この試験装置構成の特殊なケ

ースを使用可能である。このような場合，複数の振動発生機を同相で連結させて動作させてもよい。 

MESA 及び MEMA は，この規格に含まれる二つの一般的な試験手法である。単一入力単一出力（SISO），

単一入力多出力（SIMO），多入力単一出力（MISO）及び多入力多出力（MIMO）は，規定の駆動信号及び

応答測定構成をもつ MESA 又は MEMA のより詳細な振動発生機の構成である。通常，全ての規定の試験

機の構成（SISO，SIMO，MISO 及び MIMO）では，固定ベース振動発生機又はフレキシブルカップリング

で供試品に直接接続した加振用の剛性テーブル又は剛性フレームを用いてもよい。実際には，幾つかの構

成は，他の構成よりも一般的で適用可能であるとなっている。 

試験設備の構成に関係なく，多点加振の試験制御システムは，複数の駆動波形を種々の振動発生機に適

用し，複数の測定された制御応答を再現する。測定された制御応答は，供試品又はその附属装置のいずれ

かである可能性がある。 
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多点加振試験に用いられる閉ループ制御方法の一般原則は，本質的に単一加振試験と同じである。振動，

衝撃又は過渡加振は，試験中の供試品の動的挙動を特定の位置でサンプリングすることによって，規定の

範囲内に制御される。これらの位置は，供試品固定点（制御入力）若しくは供試品上の定義された点（制

御応答），又はその近傍であってもよい。実際には，ほとんどの多点加振試験は，供試品の応答で制御され

るが，幾つかの例では，振動発生機の取付点のごく近傍の位置で制御される。制御方法は，通常，製品規

格に規定されているが，試験仕様作成者の合意を得て，事前試験によって修正してもよい。 

多点加振試験の一般原則は，より一般的に実施される単一加振試験（SISO 又は SIMO）に用いられるも

のと同様であるが，対処する必要がある追加の考慮事項がある。多点加振システムの制御は，通常，振動

発生機への複数の駆動波形の印加を必要とする。幾つかの状況では，これらの加振は，完全に相関してい

る（各振動発生機が，本質的に同じ加振を印加する。）か，又は完全に相関していない（各振動発生機が完

全に独立した加振を印加する。）場合がある。ただし，これらの二つは，加振が部分的に相関し，個別の振

動発生機に印加される波形間にある程度の相互関係がある，より一般的な状況の特別な場合である。さら

に，定量的には，相互関係の程度は，振動数によって変化し，供試品及びその試験治具の動特性に依存す

る。各振動発生機によって印加される振動発生機間のこの相互関係を特定し，定量化することは，多点加

振と単一加振との場合の重要な相違である。 

相関する加振試験を除いて，各応答自由度の間の相互関係を確立し，定量化することは，多点加振試験

の試験要求事項を定義する上で不可欠な要素である。この相互関係は，通常，適切な厳しさを確立するた

めに環境特性評価中に得られた測定から構築される。ただし，適切なデータがない場合，適切な要求事項

を確立するために事前試験が必要となる場合がある。 

応答間の振動相互関係の定量化は，一般的に，各応答ペア間のクロススペクトル密度とともに，各自由

度に対する通常のパワースペクトル密度の厳しさを加えることで達成される。多点加振の時刻歴又は衝撃

試験の場合，パワースペクトル密度及びクロススペクトル密度は，それぞれ，自己相関関数及び相互相関

関数で置き換えてもよい。 

A.3 決定制御及び過剰決定制御方法 

歴史的に，多点加振試験は，伝統的な“スクエア”制御技術を採用し，振動発生機の数は，制御測定の

数と等しかった。例えば，二つの振動発生機の配置は，二つの制御用加速度計を用いて制御される。通常，

制御用加速度計は，二つの振動発生機ヘッド，二つの取付け点又は取付け点近傍の供試品上の二つの位置

のいずれかに配置される。この試験構成では，多くの追加の応答測定を行うことが可能で，試験システム

全体の動的応答を適切に推定可能となる。一般的に，追加の応答測定のうちの幾つかは，過剰試験を回避

するために，二つの制御測定と併せて，供試品の応答を制限するために用いてもよい。しかし，任意の極

値制御シナリオと同様に，固有の極値制御の使用は，加振レベルを劇的に低下させ，周波数応答に不連続

性が生じる可能性がある。 

代替手法として，最近よく用いられる方法は，制御測定の数が，振動発生機の数を超える，いわゆる過

剰決定制御又は“く（矩）形”制御である。過剰決定制御は，最小二乗曲線近似法に類似した手法を用い

て，システムの複数の周波数応答関数の推定精度を向上させ，これに基づき閉ループ制御が実現される。

過剰決定制御の報告された利点は，同じ数の振動発生機をもつスクエア制御を用いて得られるよりも多く

の自由度の数にわたって，基準スペクトル密度行列（最小二乗法の意味で）によって近い動的振動応答を

得ることが可能であることである。しかし，欠点は，個々の自由度が，スクエア制御を用いて達成される

場合よりも，基準スペクトルから大きく逸脱する場合があることである。 
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多軸の試験構成を用いる多点加振試験は，直交自由度及び回転自由度の両方を含む場合がある。そのよ

うな場合，信号変換を組み込む制御方法を採用することが必要になる可能性がある。信号変換は，本質的

に，制御点を，制御に用いられる事前に決定された幾つかの自由度に線形マッピングすることである。通

常，“仮想点”のマッピングされた自由度は，対象の剛体の自由度として選択される。仮想点の位置は，通

常，試験仕様作成者によって定義される。制御に柔軟な剛体の自由度を追加する目的は，システムによっ

て多くの制御権限を強化し，特定の振動モードを抑制できるようにするためである。例えば，信号変換法

を用いて，四つの三軸加速度計の応答を，通常は加振装置にある仮想制御点を中心に回転を定義した六つ

の剛体自由度にマッピングすることが可能である。仮想制御点の直線加速度及び角加速度は，6 自由度試

験の制御信号として用いられる。 

A.4 振動試験における振動発生機間の相互関係の定量化 

二つの振動発生機をもつシステムに対して，少なくとも二つのパワースペクトル密度及びクロススペク

トル密度の複素共役が必要である。六つの振動発生機をもつシステムは，最小六つのパワースペクトル密

度と 15 の複素クロススペクトル密度を必要とする。これらの例を図 A.1 及び図 A.2 に示す。下側の非対角

項は，上側の非対角項の複素共役であるため，マトリックスの上半分だけを定義する必要があることに注

意するのがよい。クロススペクトル密度は，その複雑な（実数及び虚数）成分で指定しても，より一般的

に振動発生機ペア間の相対振幅及び位相で指定してもよい。 

 
  

  

注記 下側の非対角項は，上側の非対角項の複素共役である。 

図 A.1－二つの加振システムのパワースペクトル密度（PSD）及びクロススペクトル密度（CSD） 

 
      

      

      

      

      

      

注記 下側の非対角項は，上側の非対角項の複素共役である。 

図 A.2－六つの振動発生機システムのパワースペクトル密度（PSD）及びクロススペクトル密度（CSD） 

システム同定段階において，試験制御装置は，各振動発生機及び応答位置間の周波数応答関数情報を計

算し，必要な応答を実現するために必要な加振波形を生成する。 

部分的コヒーレンス関数は，通常，クロススペクトル密度の使用を補完するために用いられるが，幾つ

かの例においては，クロススペクトル密度の代わりに用いてもよい。部分コヒーレンス関数の使用は，振

動発生機ペア間の相対振幅を推定することは可能であるが，振動発生機ペア間の位相関係は，定義しない。

したがって，部分コヒーレンス関数だけを用いる場合，追加のクロススペクトル密度位相情報を定義又は

推定する必要がある場合がある。部分コヒーレンス関数は，非線形応答が予想される場合に特に関連性が

高くなる。 

( )xxPSD f ( )xyCSD f
( )yxCSD f ( )yyPSD f

( )xxPSD f ( )xyCSD f ( )xzCSD f ( )xaCSD f ( )xβCSD f ( )xyCSD f
( )yxCSD f ( )yyPSD f ( )yzCSD f ( )yaCSD f ( )yβCSD f ( )yγCSD f
( )zxCSD f ( )zyCSD f ( )zzPSD f ( )zaCSD f ( )zβCSD f ( )zyCSD f
( )axCSD f ( )ayCSD f ( )azCSD f ( )aaPSD f ( )aβCSD f ( )aγCSD f
( )βxCSD f ( )βyCSD f ( )βzCSD f ( )βaCSD f ( )ββPSD f ( )βγCSD f
( )yxCSD f ( )yγCSD f ( )yzCSD f ( )yaCSD f ( )yβCSD f ( )γγPSD f
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既に記載したように，一般的な状況には二つの特殊な場合があり，一つは，加振が部分的に相関してお

り，もう一つは，各振動発生機に印加される波形間にある程度の相互関係がある場合である。最初の特殊

なケースは，加振が完全に相関している場合であり，すなわち，各振動発生機は，本質的に同じ波形を印

加する場合である。二番目の特殊なケースは，加振が完全に無相関である場合，すなわち，各振動発生機

が完全に独立した波形を印加する場合である。このケースは，航空機の外部表面が受ける，より高振動数

の空力加振に対する妥当な近似である可能性がある。これらのケースのいずれかを適用する場合，規定す

る必要がある情報の簡略化を可能にする。 

A.5 時刻歴再現試験における振動発生機間の相互関係の定量化 

時刻歴再現試験は，長年にわたり，ほとんどの単軸振動試験制御装置で可能であった。しかし，この設

備は，本来，単一ブロックの振動データ又は単一の衝撃パルスだけを，単独で又は繰り返して再現するこ

とに限定されていた。そのような設備では，通常，振動又は衝撃波形を 8 192 以下の点で定義するよう制

限があった。この制限にもかかわらず，この手法は，多くの場合，地震及び短時間の過渡応答のような事

象を再現するために採用された。近年，長時間波形の継続的適用を可能にするために，時刻歴再現試験手

法を拡張する設備が市販されている。これによって，疲労試験及び耐久性試験を行う場合のような，波形

の固有の特性を再現することが重要なとき，ランダム振動試験の代替として時刻歴再現試験を用いること

が可能になった。 

時刻歴再現は，必ずしも，定常波形又はガウス分布ではない波形に用いることが可能である。時刻歴再

現法を利用するための主な要求事項は，再生される波形の振動数範囲が，用いる加振設備の振動数範囲能

力よりも小さいことである。時刻歴再現法を純粋に振動応答を再現するために用いる場合，波形の振動数

範囲は，加振設備の振動数範囲能力よりも僅かに小さくする必要がある。ただし，衝撃波形の再現に用い

る場合，波形の振動数範囲は，加振設備の振動数範囲能力よりも大幅に小さくする必要がある。 

現在，市販の試験制御装置では，拡張された波形持続時間の長い時刻歴再現試験を行うために，幾つか

の異なる試験制御方法を利用している。通常，市販の試験制御器は，効果的な制御を実現し，増幅器，振

動発生機並びに試験治具及び供試品によって生じるひずみを補償するために，振動数領域法及び時間領域

法を組み合わせて採用している。最も単純な形の制御器では，従来のランダム振動試験の制御に用いるパ

ワースペクトル密度及び周波数応答関数に代えて，時刻歴及びインパルス応答関数を利用している。この

ような手法は，必要な計算を行う点で，歴史的に比較的遅いことが証明されている。より高速な解決策は，

複素高速フーリエ変換を用いて時刻歴を複素周波数スペクトルに変換し，インパルス応答関数を周波数応

答関数に変換することで可能であることが見いだされた。このような可逆的な関係を用いて，試験制御は，

ランダム振動制御と同様の方法で，周波数領域で大部分を実行することが可能である。したがって，時刻

歴再現試験を実施する手順は，ランダム振動試験の手順と非常によく似ているように見えることがある。

特に，ランダム振動試験及び時刻歴再現試験の両者は，増幅器，振動発生機並びに試験治具及び供試品に

よって生じるひずみを特徴付ける適切なインパルス応答関数又は周波数応答関数の導出を可能にするため

に，一定期間の等化を必要とする。いずれの場合も，ひずみを補償するために加振波形を修正するための

基礎として利用される。 

多点加振・多軸試験への時刻歴再現試験の制御方法の適応は，地震試験及び自動車耐久性試験を含む幾

つかの用途にとって重要であることが証明されている。単軸試験のために開発された制御方法は，多点加

振・多軸試験の時刻歴再現制御方法の開発の基礎となっている。多点加振・多軸試験では，個々の時刻歴

波形を規定する必要があるが，振動発生機及び軸間の相互関係を規定する方法は異なる複数の方法がある。

場合によっては，ランダム振動試験用に規定又は導出された同じクロススペクトル密度を用いてもよい。

他の場合では，相互相関関数が必要となる場合がある。 
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附属書 B 
（参考） 

追加試験の指針 

B.1 固定点，監視点，制御点及び基準点 

特定の供試品及び取付治具の組立に適した固定点，制御点及び基準点の選択は，有効な試験を保証する

ための重要な要素である。この試験手順における固定点，監視点，制御点及び基準点の定義は，次のとお

りである。 

a) 固定点とは，取付具又は振動台に接触し，供試品の通常取付けられている点として定義される。 

b) 監視点とは，供試品の動的応答挙動の知見を得るために，測定が行われる点である。これは，供試品，

試験治具又は試験装置の応答である場合がある。 

c) 制御点とは，試験の間，規定の範囲内に加振制御できるように，測定が行われる点である。 

d) 基準点は，試験の要求事項が満たされていることを確認するために測定が行われる点である。基準点

の位置は，製品規格に規定することが望ましい。基準点は，監視点，制御点又は幾つかの制御点から

の応答を手動若しくは自動で処理して作成される“仮想”点のいずれかである。 

適切な固定点，監視点，制御点及び基準点は，製品規格に規定するか，又はそれらを選択するための手

順を製品規格に含めるのがよい。規定の基準点及び制御点の適合性は，事前試験によって検証する必要が

ある場合がある。 

制御応答試験に関連する制御点及び基準点は，測定された情報に基づいて厳しさを用いる場合，通常，

実際の測定位置を反映する。 

様々な種類の試験の固定点，監視点，制御点及び基準点の使用に関する詳細は，JIS C 60068-1，JIS C 
60068-2-6，JIS C 60068-2-27，JIS C 60068-2-64，JIS C 60068-2-80 及び JIS C 60068-2-85 に記載されている。 

B.2 制御等化 

閉ループ制御において，制御装置が必要な等化を達成するには，有限の試験時間が必要である。等化に

要する時間は，用いる制御器，波形の複雑さ及び試験中の供試品の挙動によって異なる。多点加振・多軸

試験の場合，等化に必要な時間は，単一加振・短軸の制御システムに必要な時間よりも，ほぼ常に長くな

る。動的特性を代表する供試品を用いる場合，等化のための無制限の試験時間が適用可能である。ただし，

実際の供試品が用いられている場合，製品規格に規定がない場合，等化試験時間は，次のようにするのが

よい。 

a) 初期の等化は，振動試験の規定の実効値（rms）レベル及び時刻歴再現試験のピーク振幅の－12 dB 未

満で実施する。この等化の段階では，試験時間の制限はない。 

b) 振動レベルは，振動試験の規定の実効値レベル及び時刻歴再現試験のピーク振幅の－12 dB から－6 dB
に引き上げる。これらのレベルにおける合計試験時間は，規定の試験時間の 4 分の 1 以下であるのが

よい。この等化の時間は，規定の試験時間から差し引かない方がよい。 

c) 振動レベルは，振動試験の規定の実効値レベル及び時刻歴再現試験のピーク振幅の－6 dB から 0 dB
に引き上げる。これらのレベル増加に費やす時間は，最小限に抑えるのがよい。これらのレベルにお

ける合計試験時間は，規定の試験時間の 10 %以下であるのがよい。この等化の時間は，規定の時間か
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ら差し引かない方がよい。 

様々な種類の試験の制御の等化に関する詳細は，JIS C 60068-1，JIS C 60068-2-6，JIS C 60068-2-27，JIS 
C 60068-2-64，JIS C 60068-2-80 及び JIS C 60068-2-85 に記載されている。 

B.3 横運動，信号のひずみ及び試験振動数範囲外の応答 

横運動の検証は，一部の多軸試験では必要としなくてもよい。ただし，単軸試験（MESA）を再現するた

めに多点加振を用いる場合，多くの種類の MEMA 試験を行うときと同様に，製品規格で，試験実施前に，

横運動の検証を要求する場合がある。この検証は，製品規格で規定する正弦波又はランダム波の調査を実

施することで実施可能である。製品規格で横運動の検証が必要な場合，横運動の推奨する許容差は，次の

とおりである。 

a) ランダム振動： JIS C 60068-2-64 に従い，500 Hz までの各振動数において，いずれの軸においても規

定の最大スペクトル加速度の－3 dB を超えるのは望ましくなく，これ以上の振動数では，0 dB を超え

るのは望ましくない。 

b) 正弦振動： JIS C 60068-2-6 に従い，500 Hz までの各振動数において，いずれの軸においても規定の

最大加速度の 50 %を超えるのは望ましくなく，これ以上の振動数では，0 dB を超えるのは望ましくな

い。 

c) 時刻歴再現： JIS C 60068-2-85 に従って，各時間ステップにおいて，いずれの軸においても規定の最

大加速度の 50 % を超えるのは望ましくない。 

上記にもかかわらず，幾つかの振動数，とりわけ大型又は高質量の供試品では，横運動の要求事項を満

たすことが困難な場合があるが，そのようなケースでは，試験振動数範囲にわたって実際に実施した横運

動は，試験仕様作成者と合意し，実施した値は，試験報告書に記載するのがよい。 

信号のひずみ（正弦波試験又は時刻歴試験の場合）又は試験振動数範囲外応答（ランダム試験の場合）

は，製品規格が規定するレベルで正弦波又はランダム波の検査を行うことで確認するのがよい。試験振動

数範囲外の応答が高い場合は，試験を制御する能力に影響を及ぼし得る，ガタつきの問題を示している可

能性があり，同じ制御 RMS レベルにおいて，より高いせん（尖）度によって，供試品に，重大な又は望ま

しくない損傷を与える可能性がある。高い信号ひずみ又は試験振動数範囲外応答は，供試品の取付け及び

/又は固定方法の配置の不備を示すことがある。これらの欠点は，多点加振・多軸の試験にも懸念事項であ

る。実際，一般的に，複雑な試験配置のため，多点加振・多軸の試験を行うときに，このような問題が発

生する可能性がより高くなる場合がある。 

信号のひずみの測定及び試験振動数範囲外応答の測定は，振動発生機，供試品，取付け及び試験治具の

配置が全ての振幅で線形に動作していることを確認する従来の方法であるが，他にも利用可能な方法があ

る。振幅確率密度，わい（歪）度及びせん（尖）度も，正しく解釈される場合，非線形運動の指標として

使用可能である。 

横運動，信号のひずみ，試験の振動数範囲外応答に関する詳細は，JIS C 60068-2-6 及び JIS C 60068-2-
64 に記載されている。 

B.4 事前試験 

事前試験は，この試験手順の規定事項ではない。しかし，実際の供試品の試験に先立ってリスクを低減
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するための貴重な手段となる場合がある。 

事前試験は，一般に，試験治具の評価，必要とされる温度範囲における最大限の厳しさでの試験実施可

能性の確立，適切な管理方針の確認又は特定，及び該当する場合には，試験が供試品のどの部分も過度に

過大又は過小試験にならないことを検証するために用いられる。また，事前試験を用いて，横運動が必要

な許容差の範囲であるか，必要なシグナルトレランス又は振動数応答範囲外の要求事項が達成できるか，

及び正しい振幅分布が適用されているかを検証するのに使用可能である。 

幾つかの例では，多点加振・多軸の試験を行うとき，事前試験プログラムの一部として，モーダル試験

を含めることが適切な場合がある。供試品及び取付具の動特性を定量的に評価するために，モーダル試験

が一般的に用いられる。このような情報は，多点加振・多軸の試験の配置の設定に，適切なクロススペク

トル密度の確立と同様に不可欠となる可能性がある。幾つかの例では，有限要素法などの適切に検証され

た数学モデルから供試品及び取付け具の動特性を評価することが，許容可能な代替手段となり得る。 

B.5 振動応答検査 

供試品又は供試品及び治具を合わせた動特性を確立するために，試験前後の振動応答検査を製品規格が

要求する場合ある。このような特性調査は，共振試験又はモ－ダル試験を利用してもよい。振動応答検査

は，試験の前後に適用することで，振動数又は減衰の任意の変化を特定することが可能である。振動数又

は減衰の変化は，供試品に何らかの構造劣化の発生を示している可能性がある。振動数又は減衰特性の変

化を検出するためのいかなる措置も，供試品の動的挙動を実質的に変化させないように選択するのがよい。 

非線形共振の場合では，供試品は，掃引方向に対して，異なる応答をする場合があることに留意するの

がよい。臨界振動数は，掃引サイクルの上向き部分及び下向き部分で決定するのがよい。 

振動応答検査を規定する場合，製品規格に，用いる手法及び手順を規定するのがよい。また，必要に応

じて，周波数又は減衰の変化が検出された場合に，試験中及び試験後に取るべき措置を規定してもよい。 

B.6 温度調整及び安定化 

製品規格が要求する場合，供試品は，規定の温度条件及び／又は湿度条件で前処理を行う必要がある場

合がある。試験開始前に，供試品が規定の初期温度で安定するまでに十分な時間の確保が必要である。 

試験の再現性を確実にするために，大小を問わず全ての供試品は，既知の状態で試験を開始できるよう

に，前処理を実施することが望ましい。気候条件による前処理の最小期間は，供試品が，JIS C 60068-1 か

ら選択した適切な標準大気条件，又は恒温条件で規定の温度のいずれかで安定するのに十分な期間とする

ことが望ましい。 

気候的前処理の最小期間は，熱容量，物理的な大きさ，熱伝達など，供試品の熱特性による。供試品の

熱の伝わりが最も遅いと考えられる部分が，規定の許容差の範囲で必要な温度に達した時点で，温度の安

定化に到達したと考えるのがよい。供試品の種類によっては，安定化の前処理時間が合意されている場合

がある。これらの期間は，供試品の初期条件に依存し，同一種類に属する供試品の全ての機器が同等の熱

容量，物理的な大きさ，熱伝達特性をもつと仮定しているため，必ずしも正確であるとは限らない。その

ため，安定化のための合意された前処理時間の妥当性を確認することは，適切な実施手順である。 

供試品が温度を変化させる可能性がある場合，製品規格は，供試品上の気流，試験槽の大きさ及び温度

を変更できる範囲を考慮することが望ましい。試験において，温度変化を伴う供試品を用いる場合，強制
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空気循環を用いないことが望ましい場合がある。ただし，強制空気循環しか実行可能な手段がない場合，

JIS C 60068-1 に詳細に記載されている二つの方法がある。 

高温試験は，特定の材料の化学的劣化を加速し，有害な影響を及ぼす可能性がある。さらに，振動試験

中に発生する熱によって，劣化がさらに悪化する可能性があり，例えば，幾つかの弾性支持材の特性は，

振動試験によって誘発される熱の影響によって著しく変化する場合がある。このような場合，対象材料の

バルク（内部）温度を監視するか，休止期間を設ける必要がある場合がある。熱及び振動の条件にさらさ

れるエラストマーの表面温度は，弾性体の中心部よりも著しく低くなる可能性があることが分かっている。 

B.7 性能評価 

製品規格で，多点加振・多軸試験時に供試品を動作させるのがよいと規定している場合，規定した時間

で行うのがよい。非放熱供試品の性能は，試験条件が規定の許容差の範囲で安定した時点で評価が可能で

ある。放熱供試品の性能は，温度及び振動の両方の試験条件が安定した時点で評価が可能である。一般に，

次のいずれかの手順を適用する。 
a) 供試品は，連続動作させ，環境試験仕様書に指定された時間に性能評価を行うのがよい。 

b) 供試品は，断続的に動作させ，安定させてから性能評価を行うのがよい。 

供試品の耐久性の実証を実施し，性能評価を必要とする試験については，試験の最後に動作させ評価す

るのがよい。 

B.8 試験手順の検証 

次に提案する測定は，要求された試験の厳しさが，規定の許容差の範囲で達成されたことを実証する検

証プロセスを完了するために，実施可能である。 

検証事項は，製品規格に規定がない場合，少なくとも，試験の開始時，中間期及び終了時に設定するの

がよい。掃引成分が試験の厳しさに含まれる場合，検証には完全な（上下）掃引を含めることが望ましい。

完全な（上下）掃引の検証は，一部の振動試験制御器では不可能な場合がある。そのような場合には，個

別の振動分析装置及び/又は記録装置を用いることが望ましい。 

特に規定がない場合，検証測定は，ランダム振動の場合は，最小試験振動数の 0.5 倍から最大試験振動

数の少なくとも 2 倍を，衝撃波形又は過渡波形の場合は，最大振動数の少なくとも 10 倍の振動数を含む

ことが望ましい。ランダム振動に対する検証測定は，全体の実効値の少なくとも 3 倍のピークを含むこと

が可能であることが望ましい。ただし，衝撃波，過渡波形又は非ガウス波形の場合は，製品規格に適切な

能力を規定することが望ましい。 

多点加振・多軸の制御が実現されていることの検証が必要であり，これには，全ての制御点及び監視点

でのパワースペクトル密度及び多重コヒーレンス，クロススペクトル密度（振幅及び位相）並びに各制御

点間の部分コヒーレンスを含むことが望ましい。時刻歴再現試験の場合，検証には，全ての制御監視点及

び制御点における自己相関関数と，制御点間の相互相関関数とを含めることが望ましい。 

多点加振単軸試験構成を用いる場合，全ての制御点での横運動を測定し，報告することが望ましい。通

常，これは，試験の開始時又は事前試験中に確立される。 

シグナルトレランス又は試験振動数範囲外の応答を確立し，振幅分布と同様に報告することが望ましい。
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振幅分布は，基準点（又は多点制御の場合は，各制御点）で，試験中に 2 分以上行った確率密度関数解析

から求めることが望ましい。通常，この解析は，試験中に 1 回だけ行う必要がある。 

試験のセットアップ，測定位置及び制御位置の写真を報告することが望ましい。 

該当する場合には，試験槽の有効空間内の変動を特徴付けるのに十分な場所における空気の温度及び湿

度を記録することが望ましい。温度及び湿度は，適切な間隔，すなわち，10 分以上又は全試験期間及び必

要な前処理時間全体の 100 分の 1 の時間のいずれか小さい方で記録することが望ましい。 
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附属書 C 
（参考） 

多点加振・多軸試験の適用指針 

C.1 一般事項 

この附属書は，特定の状況において採用される様々な多点加振の試験構成に関する指針を提供する。様々

な試験構成が考えられるが，網羅的なリストではない。むしろ，目的は，様々な多点加振及び多軸の試験

構成を用いる際に発生する可能性がある共通的な問題に関する実用的な情報を提供することである。異な

る多点加振の構成に関する詳細な指針は，参考文献[1]に記載されている。 

C.2 大型供試品の試験における多点加振システムの使用に関する指針 

C.2.1 一般事項 

多点加振システムは，単一加振システムでは信頼できる試験が不可能な大型の供試品の試験に役立つこ

とが証明されている。このような状況では，多点加振は，同様の加振を実施するために，単一の振動発生

機試験を効果的に再現する構成，又は様々な振動発生機を用いるように構成することが可能である。後者

は，道路車両によって運ばれるコンテナの試験に適用可能で，多点加振が，コンテナの四隅に配置された

車両アタッチメントに振動を加えるように構成可能である。 

大型供試品の多点加振試験の手法は，通常，多点加振単軸試験構成を用いる。供試品は，通常，二つ，

四つ又はそれ以上の振動発生機が，供試品上の異なった位置で単一平面内に，振動応答を生じるように構

成される。多点加振の試験の厳しさは，既存の単軸の試験の厳しさに基づいてもよく，又は適切な加振位

置で測定が行われる実測調査から導出してもよい。 

大型供試品の多点加振試験で用いられる最も一般的な測定パラメータは，加速度である。理想的には，

多点加振試験で用いられる任意の測定は，試験で用いるものと同様の特性（振動数範囲，フィルタリング

など）をもつデータ収集及び測定システムを利用するのがよく，そうでなければ，追加のデータ前処理が

必要となる場合がある。 

C.2.2 データ測定 

適切なライフサイクル条件下で多点加振の試験の厳しさを確立するための測定は，試験所の環境試験で

用いられる測定と一致する必要がある。例えば，加速度測定は，潜在的な制御位置及び極値制御位置で必

要となる。これには，用いる試験手法のある程度の事前知識を必要とする。 

C.2.3 多点加振の試験治具 

供試品は，適切な治具を用いて，通常の接続点によって，供試品の通常の使用構成で振動発生機に接続

することが望ましい。採用する治具の種類は，供試品及び検討中の試験に依存する。治具は，固定治具及

びフレキシブル治具があり，拘束される自由度に応じて，供試品は，直接取り付け，フレキシブルな駆動

ロッド，ヒンジ及び／又はナイフエッジ又はピボット，ボールジョイントなどによって，振動発生機に接

続することが可能である。 

C.2.4 試験制御 
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従来の多点加振単軸試験の構成は，二つ又は四つの振動発生機を用いて，制御測定点も同数設置される。

これらの測定点は，振動発生機台上，二つの取付け点又は取付け点に隣接する供試品上の二箇所のいずれ

かに配置する。取付装置が剛体又は線形でない場合，供試品上の取付け点に隣接する制御位置を採用する

のが適切な場合がある。供試品及びその試験系全体の動的応答を確実に把握するために，制御位置に加え

て監視点を指定するのがよい。 

C.2.5 試験 

歴史的に，大型装置の多点加振試験を行う場合，供試品が受ける加振は，各接続点で相関があると仮定

されることが多かった。この構成では，全ての振動発生機は，単一の振動発生機（すなわち，SIMO）であ

るかのように同期して動作する。また，試験の厳しさを指定するには，単一のパワースペクトル密度だけ

を定義する必要がある。供試品が受ける加振は，各接続点で本質的に相関しているという仮定は，小型の

供試品に対しては妥当な近似であるが，大型の供試品に対しては次第に適切でなくなる。一般的に，この

仮定は，実際の状態と比較して，過剰試験となる。 

実際には，大半の車両形態（車輪付きの道路車両，列車など）は，大型機器の取付け点で，部分的に相

関した状態を生成する。このような場合，パワースペクトル密度，クロススペクトル密度及び部分的コヒ

ーレンス関数を用いて，個々の振動発生機によって印加される振動発生機間の相互関係を定義する必要が

ある。これは，各制御位置に対する通常のパワースペクトル密度の厳しさに，各振動発生機対のクロスス

ペクトル密度を追加することで実現される。このように試験の厳しさを指定することは，従来の方法より

も複雑であるが，試験中により現実的な状況を生成することがあり得る。 

C.3 多軸システムを用いた多自由度試験に対する指針 

C.3.1 一般事項 

多自由度試験は，ある種の電気・電子機器の性能評価に有効であることが証明されている。これらの用

途は，主に 6 自由度までの試験設備を用いる。近年まで，そのような試験の上限振動数は，従来の振動試

験に用いられている振動数より低くなっていた。しかし，現在では，2 k Hz 以上の加振を印加することが

可能な市販の 6 自由度試験装置が用いられている。そのような装置は，単軸試験の使用では特定できない

故障モードを特定することが分かっている。一般に，多点加振多軸試験のこのような用途は，小型で中程

度なサイズの供試品の評価に関連している。 

多自由度試験は，多点加振多軸構成を用いて，大型民間宇宙ブースタ及び人工衛星の環境試験，並びに

建築物サイズ供試品への地震の影響の評価に効果的に用いられている。さらに，このような試験を実施す

るための設備は，幾つかの試験所で利用可能である。一般に，そのような設備は，その基部又は通常の取

付け点を介して供試品を加振するのがほとんどである。しかしながら，そのような大型の供試品の試験は，

現時点では，この附属書の一般的な適用範囲を超えている。 

C.3.2 データ測定 

最大 6 自由度の試験装置を用いる供試品の試験は，回転自由度に関連する試験の厳しさが欠如している

ため制限される可能性がある。限られた回転測定が小数の例で行われているが，これらは，環境試験では

なく，人体及び乗り心地を評価するために行われることが多い。最近まで，回転トランスデューサは，高

価で，損傷を受けやすく，周波数範囲が限られる傾向があった。信号変換手法の使用は，必要な情報を得

るために，加速度計のような従来の直交トランスデューサの使用を可能にする。しかし，このアプローチ

では，最大 12 回の単軸測定が必要とされる。信号変換手法のもう一つの欠点は，測定間の差を考慮するた



25 
C 60068-2-86：0000 (IEC 60068-2-86：2024) 

著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。 

め，結果が信号ノイズ及び測定位置間の柔軟性の影響を受けやすくなることである。 

多自由度試験が従来の直交自由度に制限されている場合でも，直交軸間の相互関係を考慮した試験の厳

しさは，ほとんどない。しかし，大部分の測定は，三つの直交自由度で測定を実施し，その結果，このよ

うな測定から適切な情報が算出可能となる。 

C.3.3 多点加振の試験用取付具 

多自由度試験のための多点加振システムの大部分は，供試品が取付けられる加振台又は立方体形状治具

から構成される。この場合，従来の振動治具を用いて通常の固定方法で供試品を取付けることが可能であ

る。小型機器の多自由度試験は，制御入力試験が一般的であるが，制御応答試験も可能である。 

多点加振システムを用いる場合，特に，高周波加振を用いる場合は，試験治具の設計に，特に，注意を

払う必要がある。これは，多軸振動発生機を用いる場合，供試品の取付けが困難になり，試験治具の各部

品間に生じる，及び試験治具と供試品との間に生じる相対運動を回避することがより困難になるからであ

る。さらに，多点加振・多軸試験は，従来の単一加振単軸試験よりも，結果として生じるがたつきの発生

を特定することもより困難になる場合がある。 

C.3.4 試験制御 

多自由度試験用の多点加振システムは，一般的に，信号変換と連携して，過剰決定制御又は“く（矩）

形”制御を採用する。信号変換は，本質的に，制御するのに用いる幾つかのあらかじめ決定された自由度

に制御点を線形マッピングすることである。通常，マッピングされた“仮想点”の自由度は，対象の剛体

の自由度として選択される。仮想点の位置は，通常，使用者が定義する。追加の自由度を定義してもよく，

これは，加振台又は立方体形状治具の弾性体モードであってもよい。制御に弾性体の自由度を加える目的

は，テーブルに対するより多くの制御権限を与えて，特定の振動モードを抑制可能にするためである。 

C.3.5 試験 

単純な供試品の多自由度試験を行うとき，加振は，パワースペクトル密度の観点だけで，接続点で規定

される場合がある。このような場合，多点加振の試験制御装置を用いて，適切なクロススペクトル密度関

数を導出してもよい。ただし，必ずしもそうであるとは限らないため，そのような場合には，試験仕様書

に適切な相互相関情報を規定するのがよい。 

C.4 フレキシブルカップリングを介して供試品に直接取付けられた多振動発生機の使用に関する指針 

C.4.1 一般事項 

低振動数の取付け具からつり下げられた供試品に，フレキシブルに取付けられた複数の小型の振動発生

機を用いることは，構造物の動特性を評価する一般的な方法である。同様の手法を用いて，非常に高い厳

しさで機器を試験することも可能である。このような手法は，従来の振動試験手法の使用が実用的ではな

い大きな構造物，特にいびつな形状（例えば，長くて細長い）のものに有効である。 

現在，低振動数の取付け具からつり下げられた供試品に，フレキシブル取付けられた複数の小型の振動

発生機を用いてもよい理由は二つある。一つめは，大型構造物に，その応答モードの幾つかに加振を適用

する必要がある場合である。このような場合，振動発生機の位置は，低レベルの加振に対する構造応答が

最大になるように選択することが可能である。この手法を用いる二つ目の一般的な理由は，制約のない構

造物が，使用中に，多数のほぼ相関のない加振を受ける場合である。この状況は，構造物上の流れ，例え
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ば，航空機の機体表面上の気流によって振動が誘発される場合によく発生する。 

フレキシブルカップリングを介して供試品に直接取付けられた複数の小型振動発生機を用いる一般的な

手法は，目的に応じて，多点加振多軸（MEMA）又は多点加振単軸（MESA）構成のいずれかである。 

様々な測定パラメータを用いることが可能であるが，最も一般的な測定は，加速度である。適用荷重を

制限するため力測定，又は構造物の曲げを制限するためのひずみ測定も追加で採用してもよい。理想的に

は，多点加振試験で用いる測定は，動作時に用いるのと同じパラメータ及び同じ場所で実施するのがよい。

さらに，データ収集及び測定系は，同様の特性（周波数範囲，フィルタリングなど）をもつのが好ましく，

そうでない場合，追加のデータ前処理を考慮する必要がある。 

C.4.2 データ測定 

適切な試験の厳しさを確立するための適切なデーターの測定は，一般に，試験で用いる場所と一致する

場所で取得する必要がある。例えば，加速度測定は，振動制御及び極値制御となる可能性のある場所で取

得するのがよい。測定前に適切な場所を確立するには，用いる試験の手法に関する知識と供試品の動的挙

動に関する十分な知識とが必要である。測定値間の差異は，疑いなく存在し，これらは，通常，取付け構

成の差異によって生じる。このような差異が試験に関連するかどうかを判断するには，更なるデータ解析

又は解析のモデル化を必要とする場合がある。多くの場合，測定データは，多点加振・多軸の試験導出プ

ロセスのために特別に取得する必要がある。一貫した試験の厳しさを得るためには，特定のデータの削減，

抽出技術を利用する。 

多点加振・多軸試験での使用を目的とした測定データは，通常，パワースペクトル密度，クロススペク

トル密度及び部分コヒーレンス関数に関して解析される。ただし，時刻歴再現法を用いる場合，適切に調

整された測定波形の使用が，可能な代替手段として用いられる場合がある。 

加振システムの上限振動数を超える周波数成分及び大きな変位をもたらす可能性がある低振動数成分を

除去することが必要である場合がある。後者は，振動発生機の変位制限保護又は速度制限保護のきっかけ

となる場合がある。また，統計的変動を考慮するために，振動試験仕様に適用する必要がある要因につい

ても検討しなければならない。これらの変更は，全て，結果として生じる試験の厳しさを変更するため，

結果として生じる厳しさが試験の目的を満てしていることを検証することが重要である。例えば，主要な

波形の特徴が除去されていない，又は過度に増加していないことを確認する。 

C.4.3 多点加振の試験治具 

この種の試験のための試験治具に関して，三つの主要な決定事項がある。振動発生機の取付け方法，振

動発生機から供試品に加えられた荷重を伝達する方法，及び印加された加振の監視方法が必要である。 

複数の振動発生機をそれぞれ取付ける方法は，大きく分けて二つある。一つの方法として，振動発生機

を，機器を加振可能な位置及び角度で，適切なフレームに強固に固定してもよい。この手法を用いる場合，

フレームは，過度のたわみを生じることなく，振動発生機の反作用力に耐えるのに十分な剛性をもつ必要

がある。もう一つの方法として，各振動発生機を，装置の加振可能な位置及び角度で，低振動数のフレキ

シブルな支持物から再びつ（吊）り下げてもよい。この手法では，通常，各振動発生機は，必要な力を加

えることができるように，十分に大きな質量体上に取付ける必要がある。供試品は，通常の取付け構成で

支持するか，又はゴムひも若しくはエアバッグのような低振動数のフレキシブルな支持物によって支持し

てもよい。 

振動発生機を支持するためにどの手法を用いても，各振動発生機から加えられた荷重を機器に伝達する
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手段が必要である。伝達装置が機器を拘束するのを防止するために，伝達装置は，加振軸方向の力を伝達

できるが，他の軸においては柔軟である必要がある。参考文献[1]では，振動発生機を供試品に接続する様々

な方法の幾つかの例を示している。 

これを実現する最も一般的な方法は，直線状の細長いロッド又は加振面にフレキシブルに対応可能とす

るために薄く絞られた腰部をもつ細長いロッドを用いることである。そのような装置は，“スティンガー”

と呼ぶことがある。この手法を用いる場合，動電型振動発生機を用いるときには，ロッドが振動発生機の

可動コイルに面外荷重で損傷を与えることを防止する必要がある場合がある。これは，通常，ロッドの振

動発生機の端部で支持されたベアリングにロッドを通すことによって達成される。 

振動発生機を供試品に結合するための手段として細長いロッドを用いると，一定量の面外荷重が供試品

に伝達される。しかし，このような構成は，供試品にある程度の自由度を与え，細長いロッドが過度に共

振しない限り，より高振動数範囲にわたって，加振の伝達を妨げられにくくする。細長いロッドの座屈荷

重限界は，伝達可能な力を制限する。しかし，より剛性の高いロッドは，供試品に生じる面外荷重を大き

くする。細長いフレキシブルなロッドは，疲労破壊を起こしやすいが，それでも，それを克服するための

より硬いロッドの使用は，供試品側に破壊が移行する可能性がある。一般的に，破損したロッドを交換す

ることは，供試品を早期に破損させることよりも賢明である。 

細長いロッドの代わりに，振動発生機と機器とを接続する球面ベアリング（図 C.1 を参照）の使用が時々

採用される。このベアリングは，一方の平面では力を伝達するが，他方の平面では力を伝達しない。この

目的のために幾つかの球面ベアリング設計が利用されており，幾つかは成功しているが，他の設計は，加

振の振動数範囲を制限する可能性があったり，印加された波形をゆがめる可能性があるため，問題がある

ことが判明している。図 C.1 に示すような球面ベアリングには，油をさす必要がある。 

 

 
 

a)  球面結合シングルエンド  b)  球面結合ダブルエンド  

図 C.1－球面軸受の例 

特定の試験に対して，振動発生機を供試品に結合する最適な方法は，試験する振動数範囲，横方向の動

き（並進及び回転），伝達される力と安全上重要となる用途におけるクイックリリース機能の必要性とに依

存する。 

図 C.1 に示す球面軸受けのように，振動荷重伝達経路に隙間がある結合方法は，がたつき及び接触共振

が発生しやすい。これらの現象が発生する振動数範囲は，通常，ベアリング内の初張力又は潤滑油及びグ

リースの高圧によって上方にシフトする。逆に，摩耗，ベアリングの潤滑における圧力損失，又は局所的

な接触力の増加のため，発生振動数範囲が試験中に下方にシフトする場合がある。がたつきの影響は，振
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幅確率密度のひずみ，想定よりも高いせん（尖）度値及び／又は測定された顕著な高振動数成分によって，

確認することが可能である。ガウス試験の良好なパワースペクトル密度及び全実効値は，がたつき及び接

点の非線形性を排除する。一般的に，がたつきによって生じる高振幅は，同一のパワースペクトル密度及

び全実効値をもつ試験に対しての予想よりも供試品の損傷レベルを増大させる可能性がある。 

個々の加振を試験点で監視することは必須ではないが，幾つかの装置では，特定の取付け点で加えられ

る荷重を制限する必要がある場合がある。そのような場合，取付け点で変換される力を利用してもよい。

また，加速度計のようなトランスデューサを取付け具の近くに配置してもよい。力及び加速度の両方を同

じ点で測定できる測定トランスデューサを利用可能である。 

C.4.4 試験の制御 

この種の試験は，複数の振動発生機（10 以上も珍しくない）を利用してもよいが，この場合，制御ソフ

トウエアは，必要な試験振動数範囲にわたって，必要な数の個々の振動発生機と，適切な数の制御及び監

視測定との両方を処理できる必要がある。 

試験制御は，“正方形”又は“く（矩）形”制御方法のいずれかを利用してもよい。前者は，振動発生機

の数と制御位置の数とが同一であるときに適用する。制御位置の数が振動発生機の数を超える場合，制御

方法は，“く（矩）形”と呼ばれ，過剰決定とも呼ばれる。両方の制御方法は，適切な厳しさを利用すれば，

良好な結果をもたらすことが分かっている。幾つかの用途に対して，“正方形”制御方法を用いてより正確

な振動分布が得られることが分かっている。ただし，過剰決定方法又は“く（矩）形”制御方法も，良好

な結果を得ることが可能である。 

C.4.5 試験における相互関係 

異なる振動発生機からの波形は，通常，部分的に相関する。個々の振動発生機によって印加される振動

発生機間の相互関係は，パワースペクトル密度，クロススペクトル密度，部分コヒーレンス関数又は自己

相関関数及び相互相関関数を用いて，測定から定義してもよい。また，振動発生機間の相互関係は，試験

設定から確立し，それを試験内で用いてもよい。この後者の手法は，多くの様々な用途に対して良好な結

果をもたらすことが分かっている。 
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附属書 D 
（参考） 

多点加振・多軸試験の測定データの使用に関する指針 

D.1 一般事項 

多点加振・多軸の試験が，振動試験の精度の向上のために採用される場合，理想的には，ライフサイク

ル条件及び使用状況から得られた測定値に基づいて，試験の厳しさを決定するのがよい。このような場合，

測定データを用いることで，振動発生機間のクロススペクトル相関のような交差軸及び/又は振動発生機間

の情報を確立することも可能になる。 

試験の利便性を目的として多点加振・多軸試験を用いる場合，既存の単軸試験の厳しさが採用される場

合がある。例えば，振動の厳しさは，IEC/TR 60721-4 シリーズ，JIS C 60068-2-6 又は JIS C 60068-2-64 で

推奨されている場合がある。そのような場合，製品規格は，加振間の交差軸及び/又は加振情報の関係をど

のように確立するかを設定する必要がある。これは，試験のセットアップによって生成されるクロススペ

クトル相関を採用することで達成されることが多い。この手法は，厳しさが測定データに基づく場合にも

使用可能である。また，試験仕様作成者が，全ての加振を完全に相関させるか，又は完全に無相関に設定

することを必要とする場合もある。 

本来は単軸試験を意図していた試験の厳しさの使用は，多点加振・多軸試験を用いる場合には，必ずし

も容易に再現しなくてもよい。本来，単軸試験用に意図されていた試験厳しさを実際に利用できるかは，

多点加振・多軸の試験装置，試験構成及び制御点の位置に依存する。 

D.2 試験の厳しさを導出するための測定データの使用 

測定されたデータを利用して試験の厳しさを導出する場合，データが適切なデータ解析手順に適合して

いなければならない。特に，測定記録期間は，許容可能な統計的誤差を提供するのに十分であることが望

ましい。パワースペクトル密度の推定値における統計的誤差だけでなく，クロススペクトル密度，振動数

応答関数及びコヒーレンス関数推定値の統計誤差も，考慮することが望ましい。測定において，低いコヒ

ーレンス値の存在を正確に診断することが重要である。低いコヒーレンスは，測定間の振動エネルギーが

無相関であることを意味する可能性があるが，測定構成の検討が十分でないために発生する可能性もある。

このような問題を排除するために，多点加振試験制御装置の構成は，測定実施の前に，検討するのがよい。 

理想的には，試験の厳しさは，実際のライフサイクル条件及び使用状況から得られた測定値に基づくの

がよい。測定された応答を制御又は監視のための基礎として用いる場合，加振間の明確な相互関係を導出

するためには，十分な品質及び十分な位置からの応答が必要である。測定には，供試品及び使用時の取付

け構成の動的応答特性を含むので，供試品は，同様の動的応答特性をもつ必要がある。測定に基づいた多

点加振試験は，実際の取付け構成と試験治具との間の動的影響の違いに特に敏感な可能性がある。通常，

測定位置が意図した試験制御位置と一致することを確認するのが適切である。 

適切な測定データが入手できない場合，一般的な試験の厳しさのデータ，モーダル解析及び試験治具に

設置された供試品の試験室試験の組合せから，多点加振試験の厳しさを開発してもよい。このような手法

は，供試品の動特性及び潜在的な故障モードを詳細に把握する必要がある。これらは，導出された多点加

振試験の厳しさに同意することを推奨する試験仕様作成者によってだけ，確実に確立することが可能であ

る。事前試験を用いて，供試品の制御点間の相互相関関係を推定することが可能である。さらに，モーダ
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ル試験を用いて，実際の使用プラットホームに設置された供試品と試験治具に設置された供試品との間の

動的応答の類似性を検証することが可能である。 
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附属書 E 
（参考） 

試験許容差の選択に関する指針 

E.1 一般事項 

多点加振・多軸試験を，振動，衝撃又は過渡試験の精度の向上として採用する場合，試験の厳しさに加

えて，適切な試験の許容差及び関連する制約を確立するのがよい。多点加振・多軸試験の厳しさに試験許

容差を適用可能とする方法は，幾つかある。これに関する指針は，この附属書の中で記載している。 

多点加振・多軸の試験が，試験の利便性を目的として採用し，既存の単軸試験の厳しさを用いる場合，

既存の試験厳しさの許容差及び関連する制約を採用するのがよい。ただし，これらの許容差及び制約には，

若干の修正が必要になる場合がある。例えば，一般的に用いられる横運動の制限値は，適用できなくても

よい。 

E.2 測定データに関連する試験許容差 

測定データから多点加振・多軸試験の厳しさを導出する場合，実用的な手法は，試験の厳しさの重要な

パラメータを特定し，それらのパラメータに適切な許容差を設定することである。最も重要な点は，印加

波形の特性，又は潜在的な損傷メカニズムに関連する可能性がある。振動試験に関連する最も顕著な潜在

的な損傷メカニズムは，高サイクル疲労であるが，振動振幅は，フレッティング，低サイクル疲労，さら

には材料の破断のような他の形態の損傷を引き起こす可能性がある。このような場合，印加波形の特性は，

パワースペクトル密度，全実効値又は振幅確率密度のようなパラメータによって特徴付けることが可能で

ある。潜在的な損傷メカニズムを特徴付けるパラメータには，サイクル数及びレベルクロッシング数，レ

インフローカウント法，疲労損傷スペクトルの使用などが含まれる。 

時刻歴再現試験は，供試品の破損及び故障の可能性がある波形の特有の特徴を再現しなければならない

場合に，頻繁に用いられる。この方法で実施される最も一般的な二つの故障モードは，単発暴露低サイク

ル疲労破壊と同様に中期～長期の疲労破壊である。中期～長期の疲労破壊が懸念される場合，検討すべき

最も適切なパラメータは，レベルクロッシング，サイクルカウント，レインフローカウント法，振幅確率

密度，パワースペクトル密度，ブロック統計及び疲労損傷スペクトルである。単発暴露/低サイクル疲労破

壊が懸念される場合，検討すべき最も適切なパラメータは，ピーク振幅，衝撃応答スペクトル，振幅確率

密度，時間モーメント，レベルクロッシングカウント，ブロック統計及び最大応答スペクトルである。 

適切な許容差を設定する様々なパラメータが利用可能である。特定の試験に対して，幾つかの適切なパ

ラメータを選択する場合がある。複数のパラメータを選択する理由は，全てのパラメータには制限があり，

全ての状況で有効な単一のパラメータがない可能性が高いためである。 

E.3 各種パラメータに適用可能な試験許容差 

最も頻繁に採用されるパラメータに関連する推奨許容差及び一般的に用いられる許容差を，表 E.1 に示

す。ただし，このリストは，網羅的であると考えない方がよい。 
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表 E.1－各種パラメータに適用可能な試験許容差 

各種パラメータに関連する推奨試験許容差  
（少なくとも，二つ以上のパラメータとその許容差とを用いるのがよい，製品規格に実際の値を規定

するのがよい。）  

波形振幅  規定の波形の少なくとも 90 %の一定振幅許容帯域内。許容帯域の

振幅は，規定の波形の最高振幅の±20 %であるのがよい。  

振幅確率密度  規定の時刻歴から算出された値の 20 %以内  

CORA コリドーメソッド [9] 
（相関分析指標）  

内側及び外側のコリドーは，重みづけ係数 2 を用い，規定の波形

の最大振幅のそれぞれ±5 %と±50 %とに設定する。  

瞬時ピークレベル  規定値の 10 %以内  

実効値（RMS），わい（歪）度

及びせん（尖）度のようなブロ

ック統計値  
規定の厳しさから算出された値の 10 %以内  

サイクル，レインフローカウン

ト及びレベルクロッシングカウ

ント  
規定の厳しさから算出された値の 10 %以内  

振幅領域比較  規定の厳しさの 10 %以内。  

パワースペクトル密度，離散フ

ーリエ変換及びクロススペクト

ル密度  
規定の厳しさの±3 dB 

自己相関関数及び相互相関関数  規定の厳しさの 1 dB 以内  

最大応答スペクトル  規定の厳しさの 20 %以内  

疲労損傷スペクトル  規定の厳しさの±6 dB 

過渡波形ピーク振幅  ピークの少なくとも 90 %に対して，規定の波形振幅から 20 %以内  

過渡波形特性  

速度変化は，規定の衝撃波形に対応する値の±15 %である。有効持

続時間は，規定した目標波形の±20 %である。衝撃パルスが，－60 
dB 点まで減衰する時間は，規定の目標波形の 20 %以内であるのが

よい。  

時間モーメント  許容差は，用途固有である。  

衝撃応答スペクトル  
規定の時刻歴から算出された値の±1.5 dB で，Q 値 10（5 %の減衰

率）及び少なくとも 1/12 オクターブ帯域幅分解能を用いる。ただ

し，規定した振動数範囲の 20 %までは±3 dB に緩和してもよい。  
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